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別所ふれあいバスの改編内容について 

 

１ 改編の内容及び理由 

(1) 南ルート及び北ルートのバス停「ビューティサロントミ

前」の名称について、個人商店の名称を使用した現行の名

称から「西這田南バス停」に変更する。  

(2) 北ルートのバス停「西條お堂前」を通る運行ルートにつ

いて、道幅が狭く県道に進入する際の見通しもよくないこ

とから、より道幅が広く安全な運行ルートに変更する。  

   また、このルート変更によりバス停「西條お堂前」を経

由しなくなることから同バス停を廃止し、変更後の運行ル

ート上に新たに「石野バス停」を設置する。  

 

２ 改編日（予定）    

平成３０年７月２日（月）  

 

３ 運 行 経 路   

資料３－２、資料３－３参照 

 

４ 運行ダイヤ   

変更なし 

 

５ 時刻表 

資料３－４参照 
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